



サ ー ク ル　会　　則

（会の名称）
第1条 　この会の名称は、「　　　　　　　　　　　」とする。
（目的）
第２条　本サークルは、公益社団法人所沢市シルバー人材センターと連携し、サークル活動を通して健康維持及び親睦を図ることを目的とする。
（会員）
第3条 　本サークルの目的に賛同し、協力の意思がある公益社団法人所沢市シルバー人材センター会員５名以上で構成する。
（活動内容）
第４条　本サークルは次の活動を行うものとする。
（1） 
（２）サークル会員同士の親睦
（３）公益社団法人所沢市シルバー人材センターの事業への協力
（役員）
第５条　本サークルに次の役員をおく。
（１）会　　　長　　
（２）副　会　長　　
（３）会　　　計　　
（４）連　絡　係
２　役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。
（会計）
第６条　本サークルの会計は、サークル会員の会費により運営する。
２　会費は月〇〇〇円とする。

附　則
　この会則は、令和　　年　　月　　日から施行する。








